
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化財防火訓練を実施します 
 

 １月26日は「文化財防火デー」です。文化財を火災などの災害から守るため、全国

的に防火運動を展開し、国民の皆さんの文化財愛護に関する意識の高揚を図るもので

す。   

「文化財防火デー」の趣旨に合わせ防火訓練を実施することで、文化財所有者・

管理者の皆さんと消防機関、文化財部局の連携を強化し、文化財の防火・防災意識の

向上に努めます。 

今回の訓練は、埼玉県指定文化財「高麗神社本殿」を対象に、社殿周囲に設置さ

れた放水銃と飯能日高消防署日高分署消防隊による放水も行います。 

 

記 

日  時  １月26日(金) 午前９時～９時20分頃 

場  所  高麗神社（日高市大字新堀833番地） 

参加団体  高麗神社、飯能日高消防署日高分署、日高市教育委員会  

訓練内容  通報訓練、避難訓練、消火訓練 

 そ の 他    雨天中止（当日８時判断） 

 

 

情 報 提 供 資 料 

令和６年１月 19 日(金) 

日 高 市 

教育部 生涯学習課 文化財担当  

℡042-985-0290（担当直通）  

課長 中條  智則  

担当者職・氏名 主査  早川  修司  


